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衆
議
院
議
員
大
西
健
介
君
提
出
宗
教
活
動
に
関
わ
る
事
業
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。 

 
 



 

 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
大
西
健
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提
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教
活
動
に
関
わ
る
事
業
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

 

御
指
摘
の
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
決
済
事
業
者
へ
の
手
数
料
が
生
じ
る
と
、
収
益
事
業
と
み
な
さ

れ
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
個
別
具
体
的
な
課
税
関
係
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
実
関
係
に
基
づ

き
判
断
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 

な
お
、
一
般
論
と
し
て
、
宗
教
法
人
が
喜
捨
金
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
受
け
る
行
為
は
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
収
益
事
業
に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
課
税
対
象
と
な
ら
な
い
。 


